
〈共催〉日本政策金融公庫 長崎支店 国民生活事業 ／ 税理士法人内田会計事務所

税理士法人内田会計事務所と日本政策金融公庫長崎支店 国民生活事業の共催により

一日公庫を開催いたします。税理士法人内田会計事務所において公庫の融資担当者がご
融資のご相談・審査を承ります。 
ご相談を希望される方は裏面の申込書を FAX送信等で弊社にご提出ください。 

《注記》長崎支店の担当地区以外の企業様にもご案内しております。ご了承ください。 
（担当地区以外の方もご相談はできますが、融資のお取り扱いは他支店となります。） 

スピーディな審査により手続の時間が短縮されます 
（注 審査の結果、ご希望に沿えない場合もございます。）

弊社で社員が同席の下、融資審査をする為、安心してご相談できます 
お急ぎの融資だけでなく「公庫の融資制度を知りたい・検討したい」と
いう目的でのお申し込みも大歓迎です 

 運転資金・設備資金・賞与資金・・・何でもご相談ください。 

開 催 日 令和 6年 6月 7日（金） 
開催時間 午前 10 時～午後 4時 
開催場所 税理士法人内田会計事務所 

本部（長崎市曙町4-9） 
電話 095-861-2054 

一日公庫のメリットは 

一日公庫のご案内

お気軽にお問い
合わせください。 

◎お問い合わせ先
税理士法人内田会計事務所 本部 担当者  古賀・小田 
〒852-8008 長崎市曙町 4-9 電話 095-861-2054  FAX 095-862-8885 



お申し込み FAX 番号 
  税理士法人 内田会計事務所 095-862-8885 本部  古賀宛て

「一日公庫」申込書 
開催日時 令和 6年 6月 7日（金） 午前 10時～午後 4時 
開催場所 税理士法人内田会計事務所 本部 
〒852-8008 長崎市曙町4-9 電話 095-861-2054 （担当 古賀・小田）

1. ご相談開始時刻（時間帯）のご希望 （a.～f.のいずれかに○をお願いいたします。） 
a. 午前 10時から  b. 午前中  c. 午後 1時から午後 3時前  d. 午後 3時以降   e.午後 4時 
f. 右記時刻を希望します。→      時     分から 
ご注意 申込者多数の場合、ご希望の時間帯以外あるいは別の日程などの調整をお願いすることがあります。1 社あた
りのご相談時間は内容によりますが、めやすとしては 30 分間～1 時間程度になります。お越しいただく時刻については、
他の希望者との調整後、再度お知らせ申し上げます。 

2. ご相談内容及びご希望の確認  ※当日ご相談の際に希望内容の変更は可能です。
○ご相談内容について （□へ チェックをお願いします。） 
□新規融資  □追加融資  □借り換え  □事業資金以外（「国の教育ローン」など） 
□その他（                                                         ） 
融資ご希望金額         万円   返済期間     年

○ご希望の融資時期 （□へ チェックをお願いします。） 
□令和 6年 6月末日まで □令和 6年 7月    日まで □令和 6年 8月以降 
□その他（                                        ） 

○ご希望融資の使いみち （□へ チェックをお願いします。） 
□設備資金  □運転資金  □賞与資金  □つなぎ資金  □季節資金 
□その他 （                                 ） 

3. その他、ご要望などございましたらご記入ください。 

◎当日あるいは事前にご準備いただく資料については、ご相談時刻の決定後、別途ご連絡申し上げます。 

貴社名 

参加者 （役職・芳名） 

連絡先 電話番号         － －
注）内田会計グループの顧問先以外の方は、本紙余白に事業所の所在地もご記入ください。 

【お客さまの情報の利用目的】 
この「『こくきん一日公庫』申込書」によりご提供いただきました情報の利用目的は次のとおりといたします。 
1 ご本人さまの確認 
2 ダイレクトメールの発送等による融資制度等のご案内（任意） 
3 アンケートの実施等による調査・研究（任意） 

＊上記 2及び 3 の利用目的の同意につきましては任意ですので、同意されない場合には次の□に「 」をお付けください。  
 日本政策金融公庫が、前 2及び 3 の利用目的で利用することに同意しません。 □ 


